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通所介護・第１号通所事業 重要事項説明書 

＜令和７年４月１日現在＞ 

 

 

１、事業の目的と運営方針 

利用者の要支援・要介護状態の維持・改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを

提供します。 

サービス提供の経験、実績を生かし、利用者の生活の質の向上のために努めます。 

ニーズを迅速かつ的確に把握し、おひとりおひとりにあったより良いサービスの提供を行い

ます。 

また、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの

提供に努めます。 

 

２、事業者の内容 

（１）事業所の概要 

事業所名 音羽台高齢者在宅サービスセンター 

指定番号 １３７１９０１５６０号 

所 在 地 東京都板橋区成増４丁目３３番１号 

電話番号 ０３（３９３９）０２９１ 

FAX 番号 ０３（３９３９）０３４４ 

サービスを提供する

地域 

板橋区成増・三園・赤塚・赤塚新町・四葉・大門・高島平・徳丸 

（以外の地域はご相談ください） 

法人営業施設 介護老人福祉施設                     （１） 

居宅介護支援事業                     （１） 

通所介護・第１号通所介護事業               （１） 

訪問介護・第１号訪問介護事業               （１） 

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業      （１） 

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護事業   （１） 

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護事業 （２） 

保育園                          （１） 

学童保育所                        （１） 
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（２） 事業所の従業者体制                                       

職種 職務の内容 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 

（兼務可） 

従業者及び業務の管理を一元

的に行う 
0 名 1 名 － － 

生活相談員 

（1 名以上） 

利用者の生活の向上を図るた

め適切な相談・援助を行う 
0 名 1 名以上 0 名 0 名 

介護職員 

（常勤換算7名以上） 

利用者の心身の状況等を的確

に把握し、必要な日常生活上

の介護や健康管理、その他必

要な業務の提供にあたる 

4 名以上 2 名以上 1 名以上 1 名以上 

看護職員 

（1 名以上） 
1 名以上 0 名 1 名以上 0 名 

機能訓練指導員 

日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓

練指導、助言を行う 

0 名 1 名 0 名 0 名 

 

（３）設備の概要 

機能訓練室、食堂、浴室（一般浴・介護浴・機械浴）、相談室、静養室、事務室 

送迎車  ３台 

 

（４）定員及び営業時間帯等 

定員        ３５名 

営業日       月曜日から土曜日までとします。（祝日を含む） 

ただし、１２月３１日から１月３日までを除く。 

営業時間      午前９時から午後６時までとします。  

    サービス提供時間  午前９時３０分から午後５時３０分とします。 

 

３、サービスの内容 

   通所型サービスで提供するサービス内容は、次に掲げるもののうち各利用者において必要と

認められるものとする。 

（１）健康状態の確認 

（２）日常生活動作の機能訓練 

（３）アクティビティ・サービス  例：レクリエーション、体操等  

（４）食事 

（５）入浴 

（６）送迎 

（７）その他、介護等に関する相談、助言 
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４、サービス提供の方法 

①サービス利用申込者又はその家族に対して、運営規定の概要、従業員の勤務体制、その他サー

ビス選択に資する内容を記した文章を交付し説明を行い同意を得た上で契約を締結します。 

②利用者の日常生活全般の状況および希望をふまえて、｢居宅サービス計画｣「介護予防サービ

ス・支援計画」（以下、「居宅サービス計画」という）に沿って｢通所介護計画｣「第１号通所サ

ービス計画」（以下、通所介護計画）という）を作成します。 

③「通所介護計画」に基づき、計画的にサービスを提供します。 

④適宜「通所介護計画」及び「提供サービス内容」についての評価をし、計画の変更等の対応を

行ないます。 

⑤「通所介護計画」作成及び変更に当たっては、その内容を利用者及びその家族に対し、説明し

同意を得て計画書を交付します。 

 

５、利用料金 

 厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該通所介護が法定代理受領サービスである

ときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。 

（１）基本料金  重要事項 別紙（料金表）のとおり 

（２）加算料金等 重要事項 別紙（料金表）のとおり 

（３）その他費用 重要事項 別紙（料金表）のとおり 

（４）キャンセル料 

利用者の都合でサービスを中止（お休み）する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

①利用日の前営業日午後５時までにご連絡いただいた場合         無料 

②利用日の前営業日午後５時以降のご連絡及びご連絡がなかった場合 ４５０円（食材費相当分） 

（５）利用者負担金の支払 

事業所は当月の利用者負担金の請求に明細を付して、翌月１５日までに利用者に請求します。

利用者負担金は翌月次の方法でお支払いいただきます。 

①郵便局口座（２０日）、銀行口座（２７日）からの口座振替 

②現金による支払い 

 

６、サービスの利用にあたっての留意事項 

 ①食事：通所介護利用中の食事は、特段の事情がない限り、事業者が提供する食事を摂取してい 

ただきます。 

②喫煙：通所介護利用中は禁煙にご協力下さい。  

③飲酒：通所介護利用中の飲酒は厳禁です。 

④衛生保持：利用者は、生活環境の保全のため、事業所内の清潔、整頓、その他の環境衛生の保

持にご協力下さい。 

⑤禁止行為：利用者は、事業所内で次の行為は禁止しています。 

  一 宗教や信仰の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。 

  二 宗教や信仰の勧誘活動をすること。 

  三 喧嘩、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。 
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  四 事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

  五 事業所内での金品及び食べ物のやりとりをすること。 

  六 火気を用いること。 

  七 故意に事業所もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。 

  八 ハラスメント行為を繰り返すこと。 

  九 職員に対して贈物や飲食のもてなしをすること。 

 

７、 利用者に関する市区町村への通知 

利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅延なく、意見を付してその旨を市区町

村に通知します。 

① 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増  

悪させたと認められるとき。 

②偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしているとき。 

 

８、サービスの終了 

次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。ただし、終了事由が発生し、

契約が終了したにもかかわらず、事業者が行ったサービスの対価は利用者がこれを負担します。 

①利用者の要介護・要支援認定区分が、自立（非該当）と認定された場合 

②利用者が病院や介護保険施設等に入院入所して在宅に戻る予定のない場合 

③利用者が死亡した場合 

④本契約が解約又は解除された場合 

 

９、非常災害対策 

   事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、事業継続計画（BCP）を作成し、研修および

訓練を行います。また、常に関係機関と連絡を密にし、非常災害時には必要な措置を講じます。 

 

１０、緊急時の対応 

サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治

医又は協力医療機関に連絡等をとるなど必要な措置を講じ、ご家族、居宅介護支援事業者等へ

連絡します。 

 

１１、事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、介護支援専門員、関係医療機関、区

市町村等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置につい

て記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１２、守秘義務に関する対策 

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。また、退職

後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 
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１３、身体拘束の適正化 

利用者の身体拘束の適正化のために身体拘束適正化委員会を設置し、担当者を配置し定期的 

  に開催し、その結果について職員への周知のほか、指針の整備、研修を実施します。 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。ただし、下記の通り、 

  緊急やむを得ない理由により拘束せざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な 

  説明をし、同意を得るとともに、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急 

やむを得ない理由について記録します。 

（１） 緊急性：直ちに身体拘束を行なわなければ、利用者又は他人の生命・身体に危険が及   

ぶ事が考えられる場合 

（２） 非代理性：身体拘束以外に、利用者又は他人の生命・身体に危険が及ぶ事を防止する 

事ができない場合 

（３） 一時性：利用者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶ事がなくなった場合は、直 

ちに身体拘束を解く 

 

１４、高齢者虐待防止に関する対策 

   人権の擁護・虐待の発生、その再発を防止するために高齢者虐待防止委員会を設置し、その

結果について従業者へ周知します。ほか、指針の整備、研修を実施します。 

これらを適切に実施するために担当者を置きます。 

     サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者） 

   による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報し 

ます。 

 

１５、感染症の予防及びまん延防止のための対策 

  事業所内の衛生管理、介護ケアにかかる感染対策を行い、感染症の予防に努めます。感染症 

 の発生、その再発を防止するために感染症対策委員会を設置し、その結果について従業者へ周知 

します。ほか、指針の整備、研修および訓練を実施します。 

  また、新たな感染症発生時に対しては、業務継続計画（BCP）に基づいて対応します。 

 

１６、サービス内容に関する相談苦情 

（１）相談苦情窓口 

①当事業所相談・苦情担当 

担 当 者：田口 友彦         

      受付時間：月曜日～土曜日（祝日を含む） 

午前９時～午後６時 

（１２月３１日～１月３日を除く） 

電話番号：０３－３９３９－０２００（代 表） 

０３－３９３９－０２９１（通所介護・第１号通所事業） 

②苦情解決責任者 

法人本部 本部長 磯貝 知男 
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③苦情解決三者委員 

翠生会評議員：牧 詔市  加藤 あけみ    

電話番号：０３－３９３０－０２００ 

④板橋区の相談・苦情窓口 

板橋区介護保険苦情相談室 

電話番号： ０３－３５７９－２０７９ 

受付時間： 午前９時～午後５時 

⑤東京都の相談・苦情窓口 

 東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 

電話番号： ０３－６２３８－０１７７ 

           受付時間： 午前９時～午後５時 

 

   （２）苦情相談対応手順 

    ①苦情の受付 

     申出人から苦情の内容を伺い、状況の把握を行います。 

②苦情内容の確認・調査 

    苦情の受け付け後、速やかに担当者に引継ぎ、苦情内容の詳細を確認します。 

    苦情内容に沿って、その事柄と関わっている職員、関係機関に事実確認の聴取をします。 

③苦情の解決に向けて 

    申し出者に、苦情内容の調査結果に基づいた解決案を提示し、合意した解決案は迅速かつ

確実に実施します。 

   ④記録 

    ①～③における苦情相談対応の手順を記録し５年間保管します。 

     

１７、損害賠償について 

事業者は、サービス提供に当たって故意又は過失により、利用者の生命・身体・財産に損害

を及ぼした場合には、その損害を賠償します。ただし、損害の発生について、利用者の故意

又は過失が認められた場合には、利用者の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相

当と認められる場合には、事業者の損害賠償額を減ずることができるものとします。 

 

１８、その他運営に関する重要事項 

（１）地域との連携 

事業所の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域 

との交流に努めます。 

（２）勤務体制等 

①事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の体制を定めます。  

②利用者に対するサービスの提供は、事業所の従業者によって行います。ただし、利用者 

の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではありません。 

③事業者は、従業員の資質の向上のため研修の機会を設けます。 
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（３）記録の整備 

①事業所は、サービスに関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存する。    

②事業者は、従業者、設備、備品に係る諸記録を整備し、その完結の日から２年間保存す 

るものとします。 

（４）苦情処理 

①事業者は、利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置 

など必要な措置を講じます。 

②事業者は、提供するサービスに関して、区市町村からの文書の提出・提示の求め、又 

 は区市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力します。 

区市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告します。 

③事業者は、サービスに関する利用者からの苦情に関して、東京都国民健康保険団体連合 

会の調査に協力するとともに、東京都国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得 

た場合は、それに従い必要な改善を行い報告します。 

（５）閲覧 

運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項

をいつでも閲覧できるよう整備します。 

（６）その他 

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は運営法人と事業者の管理者との 

協議に基づいて定めるものとします。 

 

１９、福祉サービス 第三者による評価の実施 

   質の高い福祉サービスを事業者が提供するために、公正・中立な第三者が専門的・客観的な

立場から評価を行う仕組みが、福祉第三者評価です。 

   評価の結果は、介護サービス情報公表システムのホームページにて確認できます。 

      

実施日 ： 平成 30 年 3 月 16 日 

     評価機関 ： 一般社団法人 アクティブ ケア アンド サポート 

     結果の開示 ： あり 
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            令和   年   月   日 

 

 

通所介護・第１号通所事業の開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事

項を説明し交付しました。 

 

＜事業者＞ 

所在地  東京都板橋区成増４－３３－１ 

名 称  音羽台高齢者在宅サービスセンター 

（指定番号１３７１９０１５６０） 

 

説明者                   印 

 

 

  

 

                             令和   年   月   日 

 

 私は、契約書および本書面により、事業者から通所介護・第１号通所事業について重要事項説明

を受け、同意し交付を受けました。 

 

 

＜利用者＞ 

住 所 

 

                                 

氏 名                  印 

 

＜利用者代理人＞ 

住 所 

 

                   

氏 名                  印（続柄     ） 
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別紙１ 

介護現場におけるハラスメントの定義 

 

１、身体的暴力  

  身体的な力を使って危害を及ぼす行為（職員が回避したため危害を免れたケースを含む） 

   例：〇コップをなげつける  〇たたかれる       〇唾を吐く 

     〇蹴られる       〇手をひっかく、つねる  〇服を引きちぎられる 

     〇手を払いのけられる  〇首を絞める 

 

２、精神的暴力 

  個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

   例：〇大声を発する 

     〇サービスの状況をのぞき見する 

     〇怒鳴る 

     〇気に入っているホームヘルパー以外に批判的な言動をする 

     〇威圧的な態度で文句を言い続ける 

     〇刃物を胸元からちらつかせる 

     〇「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する 

     〇利用者の夫が「自分の食事も一緒に作れ」と強要する 

     〇家族が利用者の発言をうのみにし、理不尽な要求をする 

     〇訪問時不在の事が多く書置きを残すと「予定通りサービスがなされていない」とし 

      て、謝罪して正座するよう強く求める 

     〇「たくさん保険料を支払っている」と大掃除を強要、断ると文句を言う 

     〇利用料金の支払いを求めたところ、手渡しせずに、お金を床に並べてそれを拾って 

      受け取るように求められた 

     〇利用料金を数か月滞納。「請求しなかった事業所にも責任がある」と支払いを拒否 

する 

     〇特定の訪問介護員にいやがらせをする 

 

３、セクシャルハラスメント 

  意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

   例：〇必要もなく手や腕をさわる  〇卑猥な言動を繰り返す 

     〇抱きしめる         〇女性のヌード写真をみせる 

     〇入浴介助中、あからさまに性的な話をする 

     〇サービス提供に無関係に下半身を丸出しにして見せる 

     〇活動中のホームヘルパーのジャージに手を入れる 

 

厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策」の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル（2019 年 3 月）より抜粋」    
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重要事項説明書（別紙）      令和７年４月１日 

 

（１）通所介護事業 介護報酬告示額 

①介護保険利用料 基本料金 

＜通常規模型通所介護、 ８時間以上 ９時間未満＞   

要介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(3 割負担) 

要介護１ ７，２９２円 ７３０円 １，４５９円 ２，１８８円 

要介護２ ８，６２１円 ８６３円 １，７２５円 ２，５８７円 

要介護３ ９，９７３円 ９９８円 １，９９５円 ２，９９２円 

要介護４ １１，３４６円 １，１３５円 ２，２７０円 ３，４０４円 

要介護５ １２，７３１円 １，２７４円 ２，５４７円 ３，８２０円 

＜通常規模型通所介護、 ７時間以上 ８時間未満＞   

要介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(3 割負担) 

要介護１ ７，１７２円  ７１８円 １，４３５円 ２，１５２円 

要介護２ ８，４６９円  ８４７円 １，６９４円 ２，５４１円 

要介護３ ９，８１０円  ９８１円 １，９６２円 ２，９４３円 

要介護４ １１，１５０円 １，１１５円 ２，２３０円 ３，３４５円 

要介護５ １２，５１３円 １，２５２円 ２，５０３円 ３，７５４円 

 

＜通常規模型通所介護、 ６時間以上 ７時間未満＞  

要介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(3 割負担) 

要介護１ ６，３６５円 ６３７円 １，２７３円 １，９１０円 

要介護２ ７，５１０円 ７５１円 １，５０２円 ２，２５３円 

要介護３ ８，６７６円 ８６８円 １，７３６円 ２，６０３円 

要介護４ ９，８２０円 ９８２円 １，９６４円 ２，９４６円 

要介護５ １０，９８７円 １，０９９円 ２，１９８円 ３，２９７円 

＜通常規模型通所介護、 ５時間以上 ６時間未満＞  

要介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(3 割負担) 

要介護１ ６，２１３円 ６２２円 １，２４３円 １，８６４円 
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要介護２ ７，３３５円 ７３４円 １，４６７円 ２，２０１円 

要介護３ ８，４６９円 ８４７円 １，６９４円 ２，５４１円 

要介護４ ９，５９２円 ９６０円 １，９１９円 ２，８７８円 

要介護５ １０，７２５円 １，０７３円 ２，１４５円 ３，２１８円 

＜通常規模型通所介護、 ４時間以上 ５時間未満＞ 

要介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(3 割負担) 

要介護１ ４，２２９円 ４２３円 ８４６円 １，２６９円 

要介護２ ４，８３９円 ４８４円 ９６８円 １，４５２円 

要介護３ ５，４７１円 ５４８円 １，０９５円 １，６４２円 

要介護４ ６，１０４円 ６１１円 １，２２１円 １，８３２円 

要介護５ ６，７２５円 ６７３円 １，３４５円 ２，０１８円 

＜通常規模型通所介護、 ３時間以上 ４時間未満＞ 

要介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(3 割負担) 

要介護１ ４，０３３円 ４０４円 ８０７円 １，２１０円 

要介護２ ４，６１０円 ４６１円 ９２２円 １，３８３円 

要介護３ ５，２２１円 ５２３円 １，０４５円 １，５６７円 

要介護４ ５，８０９円 ５８１円 １，１６２円 １，７４３円 

要介護５ ６，４０９円 ６４１円 １，２８２円 １，９２３円 

＊２時間以上３時間未満のご利用の場合は「４時間以上５時間未満」の料金の７０％ 

②介護保険利用料 加算料金 

加算項目 １回あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(3 割負担) 

入浴介助加算（Ⅰ） ４３６円 ４４円 ８８円 １３１円 

入浴介助加算（Ⅱ） ５９９円 ６０円 １２０円 １８０円 

中重度者ケア体制加算 ４９０円 ４９円 ９８円 １４７円 

サービス提供体制加算（Ⅰ） ２６１円 ２７円 ５３円 7９円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ６１０円 ６１円 １２２円 １８３円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ８２８円 ８３円 １６６円 ２４９円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２１８円 ２２円 ４４円 ６６円 
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口腔・栄養スクリー二ング加算（Ⅰ） ２１８円 ２２円 ４４円 ６６円 

送迎未実施減算（片道） △５１２円 △５２円 △１０３円 △１５４円 

加算項目 １月あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(3 割負担) 

科学的介護推進体制加算 ４３６円 ４４円 ８８円 １３１円 

ADL 維持等加算（Ⅰ） ３２７円 ３３円 ６６円 ９９円 

ADL 維持等加算（Ⅱ） ６５４円 ６６円 １３１円 １９７円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に９.２％を乗じた単位で算定 

＊介護保険の支給限度額を超えてのご利用の場合は、原則として介護報酬の全額（１０割） 

を頂きます。 

 

（２）予防通所サービス 

①介護保険利用料 基本料金 

利用区分 １月あたりの利用料金 
介護保険適用時の 
自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 
自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 
自己負担額(3 割負担) 

通所型サービス（Ⅰ） １９，５９８円 １，９６０円 ３，９２０円 ５，８８０円 

通所型サービス（Ⅱ） ３９，４６８円 ３，９４７円 ７，８９４円 １１，８４１円 

②介護保険利用料 加算料金  

加算項目 １月あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

自己負担額(1 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(2 割負担) 

介護保険適用時の 

自己負担額(3 割負担) 

サービス提供体制加算Ⅰ（１） ９５９円 ９６円 １９２円 ２８８円 

サービス提供体制加算Ⅰ（２） １，９１８円 １９２円 ３８４円 ５７６円 

科学的介護推進体制加算 ４３６円 ４４円 ８８円 １３１円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ通所Ⅰ １，９５１円 １９６円 ３９１円 ５８６円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ通所Ⅱ ３，７８２円 ３７９円 ７５７円 １，１３５円 

 

（３）介護保険給付対象外サービスの利用料 

食費 ７００円（昼食６００円、おやつ１００円） 

その他の日用品費（参加された場合） 
書道（１回）   ２００円 

手工芸（１作品） １００円～１，０００円 

オムツ代（利用された場合） 
尿取りパット   ６５円   紙オムツ １５０円 

リハビリパンツ １５０円 

洗濯・乾燥代（利用された場合） １００円 

みつ星弁当〔持ち帰り分〕（利用された場合） ４９５円 

 


